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諮問事項「第４次熊本市環境総合計画の策定にあたっての 

基本的考え方について」について（説明資料） 

 

熊本市環境政策課 

 

１ 計画の位置づけ 

本市では昭和６３年(1988年)に制定した環境基本条例に基づく、「良好な環

境を確保するための基本的かつ総合的計画」として、平成５年(1993 年)に第

１次環境総合計画を策定以後、第３次に至るまで計画を策定し、環境行政を進

めてきました。 

環境総合計画は、環境行政のマスタープランとして、以下イメージ図のとお

り、市総合計画と個別計画との間に位置付けられる計画です。 

 
   ※ 直近に改訂した計画との整合を図る。（オレンジ色の個別計画） 
     今後改訂予定の計画についても、第４次環境総合計画と整合を取りながら策定

する。（黄色の個別計画） 

 

２ これまでの経緯 

  令和２年(2020 年)１０月、市長から環境審議会に対し環境基本条例の改正

に関する諮問を行いご議論いただいているところであり、改正の方向性があ

る程度まとまってきたことから、新たな条例の趣旨に沿った環境総合計画の

策定準備を進めるため、今回の諮問に至ったものです。 
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３ ご審議にあたり考慮いただきたい考え方 

 熊本市の特性を踏まえながら、以下の項目を踏まえたご審議をお願いします。 

・ 新たな条例との整合が図られていること 

・ 社会情勢の変化や新たな環境課題への対応が盛り込まれていること 

 

４ ご審議いただきたい事項 

 次に掲げる項目を中心に、基本的考え方のご審議をお願いします。 

 （※ 記載事項は本市の案です。） 

(1) 計画の基本的事項について 

 ア 計画策定の視点 

   国際的な動向や、国、県や周辺市町村の動向、これまでの取組、第３次

計画の達成状況を踏まえる。 

 

 イ 計画の位置づけ 

   項番 1のイメージのとおり 

 

 ウ 計画の対象区域 

   熊本市全域とする。 

 

 エ 計画の期間 

   令和４年度(2022 年度)から令和１３年度(2031 年度)までの１０年間と

する。 

 

(2) 計画の理念・目標について 

 ア 基本理念（目指す都市像） 

熊本市第７次総合計画に掲げる目指すまちの姿（市民が住み続けたい、

だれもが住んでみたくなる、訪れたくなるまち「上質な生活都市」）の実現

に寄与するために、「持続可能」、「環境保全」、「都市」といったキーワード

を用い、将来を見据えた環境保全に取り組む基本理念（目指す都市像）を

定める。 

 

 イ 基本方針・計画の目標と重点戦略 

   環境基本条例第６条に掲げる６つの「市の施策」を基本方針とし、この

中で計画期間中特に重点的に取り組むものを重点戦略と位置付ける。 

また、環境影響評価など各方針にまたがる４つの施策を横断的施策とす

る。 
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(3) 基本計画について  

 ア 施策体系 

   前述(2)のウの基本方針＞施策＞取組＞具体的取組の４層構造とする。 

   施策は基本方針を実現するための取組目標とし、取組は施策を達成する

ための環境課題ごとの目標とする。 

   ※ 環境審議会では「基本方針」及び前述の「横断的施策」をご審議い

ただき、「施策」以降は市にて検討します。 

 

イ 達成指標 

  施策体系を取りまとめる達成指標（KGI・重要目標達成指標）を１つ設

定する。 

  また、施策及び重点戦略ごとに、成果指標（KPI・重要業績評価指数） 

を設定し、成果指標を補完するものとして、取組ごとに参考指標を設定す

る。 

 

(4) 計画の推進について 

 ア 推進・評価体制 

   各年度の取組状況を環境審議会や市議会に報告しながら、必要に応じ計

画を見直すほか、ホームページで公表する。 

 

 イ 進行管理の手法 

    点検・評価を客観的・具体的に行うため、年度実施する市民アンケート

や実績値を把握しながら、進行管理を行うことで施策の推進を図る。 
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５ 計画全体のフレーム 

 
 

 

６ 基本計画のフレーム（イメージ） 
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７ 環境総合計画策定までの流れ 

 以下イメージ図のとおり、環境審議会での基本的考え方の議論を踏まえなが

ら、庁内検討会議で計画骨子（①）を作成していきます。 

 基本的考え方を答申いただきましたら、庁内検討会議で計画素案（②）の作成

に移ります。 

 計画素案では、計画骨子に市の施策を落とし込み、計画の体裁を整えます。そ

の後、パブリックコメントを経て策定となります。 

 



6 

８ 今後のスケジュール 
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９ 参考資料 

(1) 環境総合計画の変遷 

 第 1次 第 2次 第 3次 

策定年月 平成 5年(1993年)3月 平成 13年(2001年)3月 平成 23年(2011年)3月 

計画期間 H5(1993)～21世紀初頭 H13(2001)～H22(2010) H23(2011)～R2(2020) 

テーマ 環境にやさしい都市づくり 
みんなでつくろう 

人と地球にやさしいまち 

未来へつなぎ、 

世界に誇れる環境文化都市 

都市づくりの 

方向 
ヒューマンシティ・くまもとの実現 

よかひと!よかまち!よかくらし! 

しあわせ実感、夢と活力の 

「生活首都」 

市民が住み続けたい、だれもが住んで

みたくなる、訪れたくなるまち 

「上質な生活都市」 

将来都市像 水と緑の人間環境都市 
市民が主役の「人にやさしく、地球に

やさしい」まちづくり 

誇るべき良好な自然環境の保全と地球

環境問題への積極的な対応 

目標 

環境づくりの目標 

① 安全で快適にすごせる生活環境 

② 生態系が息づく自然環境 

③ 個性豊かな魅力ある歴史的文化的

環境 

④ 環境にやさしい社会システムの形

成 

⑤ 環境への思いやりあふれる生活様

式の形成 

 

 

長期目標 

① 自然と共生する風格ある「森の都」

をつくる 

② 環境負荷の少ない循環型の社会を

つくる 

③ 地球市民を育てすべての者の参加

と協働を実現する 

 

 

 

 

環境目標 

① 豊かな水と緑をまもり生きものを

育む都市をつくる 

② くまもとの風土を活かした都市を

つくる 

③ 環境負荷を抑えた循環型社会をつ

くる 

④ 地球温暖化を防ぐため低炭素社会

をつくる 

⑤ 市民が快適に過ごせる生活空間を

つくる 

計画の特徴  

・ ①～③の目標を、市全域もしくは地

域別の対応で 2つに分類 

・ 地域別では市域を 9地域に分け、基

本方針、施策の展開、配慮事項を規定 

・ 市民向けの環境保全行動指針を別冊

で作成 

 

・ ローカルアジェンダ 21 行動計画を

包含 

・ 数値目標の設定 

・ 市民参加による検討、協働の取組の

記載 

・ 地域別環境配慮指針を別冊で作成 

 

 

・ 計画期間の環境行政の方向性を示す

基本理念を、環境目標と別に定義 

・ 環境目標に共通して取り組むべき

「ひとづくり」「まちづくり」を重点協

働プロジェクトとして設定 

・ 第 6次熊本市総合計画を踏まえ、政

令指定都市移行を視野に入れた構成 
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(2) 第３次熊本市環境総合計画策定時の答申書 
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